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市民ファースト！ 

市民目線の市政を実現します。 

第
三
号
で
は
令
和
三
年
九
月
及
び

十
二
月
定
例
会
一
般
質
問
の
概
要

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

 

       
 
 
 

 

     

 

    

一
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
導
入
に
よ
る
入
札 

改
革
に
つ
い
て 

（
質
問
）
国
や
県
及
び
県
内
自
治
体
（
十
二
市

一
村
）
に
お
い
て
も
電
子
入
札
の
導
入
が
進

ん
で
い
る
。
自
治
体
に
お
け
る
電
子
入
札
の

導
入
は
、
デ
ジ
タ
ル
庁
の
創
設
や
総
務
省
が

策
定
し
た
「
自
治
体
デ
ジ
タ
ル
・
ト
ラ
ン
ス
フ

ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
（
Ｄ
Ｘ
）
推
進
計
画
」
に
沿

う
政
策
課
題
の
一
つ
で
あ
り
、
導
入
に
伴
い

国
か
ら
の
財
政
措
置
も
期
待
さ
れ
る
。
国
土

交
通
省
は
電
子
入
札
の
効
果
と
し
て
「
競
争

性
の
向
上
、
コ
ス
ト
の
縮
減
、
事
務
の
効
率
化
」

な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
な
ど
の
感
染
症
対
策
の
面
か
ら
も
有

益
性
が
高
い
。
本
市
で
の
導
入
の
可
否
を
伺

う
。 

（
答
弁
）
優
先
度
等
を
考
慮
し
な
が
ら
費
用
対

効
果
も
含
め
、
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
に
つ

い
て
慎
重
に
検
証
を
行
い
、
検
討
を
進
め
る
。 

（
質
問
）
県
の
共
同
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
た
場

合
の
導
入
コ
ス
ト
と
運
用
コ
ス
ト
は
幾
ら
に

な
る
の
か
。 

（
答
弁
）
人
口
約
三
万
人
規
模
の
自
治
体
の
場

合
、
初
年
度
六
百
五
十
万
円
、
翌
年
度
以
降
保

守
等
に
三
百
五
十
万
円
か
か
る
。 

（
質
問
）
電
子
入
札
の
導
入
経
費
は
普
通
交
付

税
の
算
定
基
礎
に
入
る
と
考
え
て
よ
い
か
。 

（
答
弁
）
普
通
交
付
税
に
地
域
デ
ジ
タ
ル
化
社

会
推
進
費
と
い
う
算
入
額
が
あ
る
。
今
年
度

は
六
千
二
百
八
十
六
万
六
千
円
ほ
ど
に
な
る
。 

    

（
質
問
）
当
市
の
入
札
結
果
を
精
査
し
た
と
こ

ろ
、
競
争
性
や
公
平
性
が
疑
わ
れ
る
事
案
が

多
々
見
受
け
ら
れ
る
。
年
二
回
開
催
さ
れ
る

入
札
監
視
委
員
会
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
平
均

落
札
率
（
五
年
間
）
が
九
十
五
％
を
基
準
に
小

幅
に
上
下
し
高
止
ま
り
で
推
移
し
て
い
る
。

予
定
価
格
に
近
い
と
こ
ろ
で
落
札
さ
れ
て
い

る
実
態
が
伺
え
る
。
今
年
の
春
に
糸
魚
川
市

の
官
製
談
合
が
摘
発
さ
れ
た
。
地
元
紙
（
新
潟

日
報
）
に
事
件
関
連
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
、
糸

魚
川
市
の
過
去
二
年
間
の
落
札
率
が
九
十

五
％
か
ら
九
十
九
％
台
に
推
移
し
、
落
札
率

が
高
止
ま
り
に
な
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、

新
潟
大
学
の
独
占
禁
止
法
が
専
門
の
先
生
の

話
と
し
て
、「
競
争
原
理
が
正
常
に
働
け
ば
八

十
％
台
に
落
ち
る
が
、
か
な
り
高
く
全
く
競

争
に
な
っ
て
い
な
い
。
九
十
五
％
超
で
の
落

札
に
つ
い
て
は
、
官
製
談
合
も
疑
え
る
数
字

で
重
点
的
に
調
べ
る
対
象
に
な
る
。
入
札
参

加
条
件
を
緩
和
す
る
な
ど
の
大
幅
な
制
度
改

革
が
必
要
だ
。」
い
う
コ
メ
ン
ト
が
載
っ
て
い

る
。
こ
の
専
門
家
の
コ
メ
ン
ト
か
ら
考
え
て
、

阿
賀
野
市
の
九
十
五
％
と
い
う
の
は
高
い
と

思
っ
て
い
る
。
市
長
は
ど
う
思
っ
て
い
る
の

か
。 

（
答
弁
）
誰
で
も
操
作
で
き
る
積
算
シ
ス
テ
ム

は
条
件
を
入
力
す
れ
ば
誤
差
な
く
同
じ
よ
う

な
数
字
（
一
定
値
）
が
出
て
く
る
。
応
札
額
を

幾
ら
に
す
る
か
は
経
営
戦
略
の
話
。
積
算
能

力
が
上
が
っ
て
い
る
の
で
自
ず
と
落
札
率
は

高
く
な
る
。
予
定
価
格
に
近
づ
く
の
は
自
然

の
状
況
で
あ
る
。 

（
質
問
）
自
治
法
施
行
令
や
市
の
財
務
規
則
で

は
一
般
競
争
入
札
が
原
則
に
な
っ
て
い
る
が
、

当
市
の
入
札
は
指
名
競
争
入
札
が
多
い
。
県

の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
参
加
し
て
い
る
新

発
田
市
の
平
成
二
年
度
の
入
札
結
果
（
二
百

件
）
の
全
て
が
制
限
付
一
般
競
争
入
札
だ
。
ど

う
し
て
阿
賀
野
市
で
は
指
名
競
争
入
札
が
多

い
の
か
。
例
え
ば
消
雪
パ
イ
プ
の
点
検
業
務

委
託
に
つ
い
て
、
旧
四
か
町
村
の
区
域
に
分

け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
域
に
事
務
所
の
あ
る
業

者
が
指
名
さ
れ
て
い
る
。
一
般
競
争
入
札
に

し
て
も
構
わ
な
い
と
考
え
る
が
。 

    

（
答
弁
）
天
野
議
員
が
市
長
時
代
は
ど
う
だ
っ

た
の
か
。
私
に
な
っ
て
か
ら
入
札
が
曲
げ
ら

れ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ

と
も
本
来
、
自
分
が
直
し
た
か
っ
た
け
れ
ど

も
直
せ
な
か
っ
た
か
ら
、
後
を
継
い
だ
私
に

直
し
て
く
れ
や
と
い
う
こ
と
か
。 

（
質
問
）
田
中
市
長
が
市
長
就
任
以
来
、
尽
力

さ
れ
て
き
た
消
雪
パ
イ
プ
の
整
備
に
つ
い
て
、

令
和
二
年
度
の
入
札
結
果
を
調
べ
る
と
面
白

い
現
象
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
工
事
は
市

内
に
本
社
（
主
た
る
営
業
所
）
を
持
っ
て
い
る

業
者
で
あ
れ
ば
誰
で
参
加
で
き
る
制
限
付
一

般
競
争
入
札
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
落
札
者

は
施
工
場
所
に
近
い
と
こ
ろ
に
事
務
所
を
持

っ
て
い
る
業
者
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
旧

四
か
町
村
の
区
域
で
見
る
と
、
そ
の
区
域
内

に
事
務
所
の
あ
る
業
者
が
必
ず
落
札
し
て
い

る
。
偶
然
も
度
重
な
る
と
必
然
で
は
な
い
か

と
思
い
た
く
な
る
。
業
者
の
立
場
に
し
て
み

れ
ば
、
自
社
近
く
で
行
わ
れ
る
工
事
は
自
社

で
請
け
負
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
理
解
で

き
る
。
そ
う
い
う
思
い
が
阿
賀
野
市
の
入
札

で
は
実
現
し
て
い
る
。
具
体
例
を
挙
げ
る
と
、

私
の
実
家
の
あ
る
集
落
の
消
雪
パ
イ
プ
は
建

設
当
時
、
田
中
市
長
が
県
職
員
時
代
に
関
わ

っ
て
い
た
事
案
で
あ
る
が
、
昨
年
、
更
新
工
事

が
行
わ
れ
た
。
落
札
業
者
は
集
落
に
事
務
所

を
有
す
る
業
者
で
落
札
率
は
九
十
六
・
九
％

だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
例
が
結
構
あ
る
。
こ

う
い
っ
た
（
不
自
然
な
）
状
況
が
電
子
入
札
の

導
入
に
よ
っ
て
少
し
は
改
善
す
る
と
思
っ
て

い
る
。
平
均
落
札
率
が
一
％
落
ち
れ
ば
、
そ
れ

を
財
源
に
し
て
別
の
工
事
が
で
き
る
。
遅
れ

て
い
る
市
街
地
の
消
雪
パ
イ
プ
の
老
朽
化
対

策
、
小
規
模
工
事
参
加
登
録
業
者
向
け
の
工

事
や
自
治
会
単
位
で
行
わ
れ
る
側
溝
清
掃
と

か
の
業
務
委
託
も
で
き
る
。
制
限
価
格
で
落

札
し
て
も
利
益
は
取
れ
る
の
で
、
落
札
率
を

も
う
少
し
下
げ
る
こ
と
は
で
き
る
と
思
っ
て

い
る
が
、
市
長
の
見
解
は
。 

（
答
弁
）
前
任
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
を
私
が

で
き
れ
ば
、
相
当
私
の
方
が
レ
ベ
ル
が
高
い

と
い
う
話
に
な
る
の
か
と
い
う
感
覚
で
聞
い

て
い
た
。
天
野
議
員
の
質
問
を
聞
い
て
い
る

い

ち

え

い 

の 
市

議

会

通

信 
令
和
三
年
九
月
定
例
会 



と
つ
い
つ
い
言
っ
て
し
ま
い
た
く
な
る
。
今

ま
で
の
人
は
何
を
や
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
。

な
ぜ
私
が
尻
拭
い
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
だ
ろ
う
か
と
。 

 

二
、
大
日
地
区
で
の
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場

の
建
設
断
念
に
よ
る
責
任
の
所
在
に
つ
い
て 

（
質
問
）
大
日
地
区
で
の
建
設
断
念
に
よ
り
、

こ
れ
ま
で
支
出
さ
れ
た
四
千
三
十
六
万
円
も

の
税
金
と
四
年
も
の
歳
月
が
結
果
的
に
無
駄

に
な
っ
た
。
ま
た
五
泉
市
内
で
建
設
中
の
中

間
処
理
施
設
と
の
同
時
供
用
開
始
（
令
和
七

年
度
中
）
も
で
き
な
く
な
っ
た
。
五
泉
地
域
衛

生
施
設
組
合
か
ら
提
供
さ
れ
た
資
料
や
情
報

公
開
請
求
に
よ
り
市
か
ら
提
供
さ
れ
た
資
料

を
精
査
す
る
と
、
大
日
地
区
の
選
定
過
程
に

お
い
て
不
透
明
な
点
が
認
め
ら
れ
る
。
施
設

組
合
か
ら
本
市
に
託
さ
れ
た
最
終
処
分
場
の

建
設
地
選
定
に
つ
い
て
、
充
分
な
検
討
を
行

わ
な
い
ま
ま
拙
速
に
大
日
地
区
を
決
定
し
、

結
果
的
に
同
所
で
の
建
設
断
念
を
招
い
た
責

任
は
重
い
。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
こ

と
に
対
し
市
政
の
最
高
責
任
者
と
し
て
の
責

任
を
伺
う
。 

（
答
弁
）
大
日
地
区
に
つ
い
て
は
適
切
に
選
定

し
た
。
最
終
処
分
場
は
必
要
不
可
欠
な
施
設

で
あ
り
、
新
た
な
建
設
地
の
選
定
に
向
け
て

施
設
組
合
や
構
成
市
町
（
二
市
一
町
）
で
慎
重

に
検
討
す
る
。 

（
質
問
）
十
分
な
検
討
を
経
な
い
ま
ま
拙
速
に

大
日
地
区
を
選
定
・
決
定
し
た
結
果
、
建
設
断

念
を
招
き
、
巨
額
の
税
金
と
四
年
も
の
歳
月

が
無
駄
に
な
っ
た
。
市
長
は
責
任
を
感
じ
て

い
る
の
か
。 

（
答
弁
）
ご
指
摘
の
点
は
当
た
っ
て
い
な
い
。

責
任
を
ど
う
の
こ
う
の
と
言
わ
れ
て
も
答
弁

の
し
よ
う
が
な
い
。 

（
質
問
）
私
は
、
市
長
と
い
う
職
は
結
果
責
任

を
負
う
立
場
の
職
だ
と
考
え
て
い
る
。
私
は

市
長
在
任
中
、
市
財
政
の
健
全
化
に
向
け
て

月
額
給
与
の
十
五
％
カ
ッ
ト
、
そ
れ
に
加
え

て
辞
職
し
た
病
院
事
業
管
理
者
の
任
命
や
当

初
予
算
科
目
の
計
上
誤
り
に
つ
い
て
議
会
か

ら
ご
指
摘
を
い
た
だ
き
、
更
に
月
額
給
与

五
％
カ
ッ
ト
し
た
経
験
が
あ
る
。
大
日
地
区

を
決
定
し
た
決
裁
文
書
（
マ
ル
秘
扱
い
）
を
見

る
と
、
起
案
者
は
市
民
生
活
課
長
補
佐
、
決
済

印
は
上
司
の
市
民
生
活
課
長
、
総
務
部
長
、
最

後
に
田
中
市
長
が
押
し
て
い
る
。
上
司
で
あ

る
民
生
部
長
の
決
済
印
が
な
い
。
担
当
部
長

の
押
印
が
な
い
の
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
上
問
題
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
決
裁
文
書
に
あ
る
関
係
者

は
皆
、
市
役
所
を
退
職
し
て
い
る
。
当
時
の
事

情
を
知
る
の
は
市
長
お
一
人
。
な
ぜ
担
当
部

長
の
判
子
が
な
か
っ
た
の
か
理
由
を
伺
い
た

い
。 

（
答
弁
）
そ
ん
な
細
か
い
こ
と
ま
で
承
知
し
て

い
な
い
。
私
は
こ
の
よ
う
な
文
書
は
形
式
的

な
決
裁
で
足
り
る
と
理
解
し
て
い
る
。 

   

一
、「
う
ら
ら
の
森
農
園
運
営
事
業
の
見
直
し

に
つ
い
て
」 

（
質
問
）
う
ら
ら
の
森
に
設
置
・
運
営
さ
れ
て

い
る
次
世
代
型
大
型
園
芸
ハ
ウ
ス
（
平
成
二

十
八
年
度
に
建
設
、
二
十
九
年
度
か
ら
運
営

開
始
）
で
研
修
を
受
け
た
新
規
就
農
者
は
皆

無
で
あ
る
。
事
業
目
的
が
達
成
さ
れ
な
い
ま

ま
五
年
目
を
迎
え
た
。
一
方
、
事
業
収
支
は
毎

年
度
赤
字
を
計
上
し
、
穴
埋
め
に
多
額
の
税

金
が
投
入
さ
れ
て
い
る
。
令
和
二
年
度
は
約

六
百
万
円
の
赤
字
。
同
施
設
に
常
駐
し
て
い

る
市
職
員
の
人
件
費
を
含
め
る
と
赤
字
幅
は

更
に
膨
ら
む
。
計
画
の
抜
本
的
な
見
直
し
が

不
可
避
と
考
え
る
が
、
市
長
の
見
解
は
。 

（
答
弁
）（
現
状
を
維
持
し
、）
今
後
と
も
新
規

就
農
者
の
誘
導
・
育
成
に
努
め
る
。 

 

二
、
市
の
組
織
運
営
及
び
人
事
行
政
の
現
状
と

課
題
に
つ
い
て 

（
質
問
）
部
制
開
始
（
平
成
二
十
五
年
度
）
後

の
組
織
及
び
人
事
体
制
を
概
観
す
る
と
、
副

市
長
の
未
設
置
、
部
長
職
と
課
長
職
と
の
兼

務
な
ど
、
危
機
管
理
上
、
脆
弱
な
組
織
体
制
に

な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
市
長
の
見
解

は
。 

（
答
弁
）
副
市
長
を
置
か
な
い
の
は
、
①
経
費

節
減
、
②
自
ら
や
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
や
る
、
③

部
長
が
代
理
で
き
る
か
ら
。
（
以
下
省
略
） 

（
質
問
）
経
費
削
減
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ほ
ど
市
の
財
政
が
悪
化
し
て
い
る
と
は
思
わ

れ
な
い
。
健
全
化
指
標
も
全
く
問
題
な
い
。
私

が
市
長
に
就
任
し
た
時
に
は
財
政
が
ひ
っ
迫

し
借
金
は
膨
ら
ん
で
い
た
。（
条
例
上
の
）
定

数
二
人
を
一
人
に
し
た
が
、
議
会
の
選
任
同

意
を
も
ら
う
の
に
苦
心
し
た
。
経
費
削
減
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
程
に
市
の
財
政
が
悪

化
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
が
、
市
長
の
見

解
は
。 

（
答
弁
）
少
し
で
も
削
減
で
き
る
と
こ
ろ
は
全

て
削
減
し
て
い
く
と
い
う
発
想
が
必
要
。
今
、

財
政
が
豊
か
な
の
は
経
費
削
減
に
取
り
組
ん

で
き
た
結
果
だ
。 

（
質
問
）
「
自
ら
や
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
や
る
」

と
い
う
こ
と
だ
が
、
最
近
、
健
康
上
の
理
由
か

ら
任
期
途
中
で
辞
職
し
た
市
長
が
い
る
。
初

代
市
長
の
本
田
元
市
長
は
高
齢
な
上
に
健
康

が
す
ぐ
れ
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
副
市
長
を
二

人
配
置
し
て
い
た
。
私
が
副
市
長
を
置
か
な

い
理
由
を
尋
ね
て
い
る
の
は
、
市
長
の
た
め

に
副
市
長
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

市
民
の
た
め
に
（
自
治
法
上
）
置
く
こ
と
に
な

っ
て
い
る
副
市
長
を
置
か
な
け
れ
ば
市
民
の

福
祉
増
進
に
つ
な
が
ら
な
い
。
市
長
の
身
に

何
か
あ
っ
た
時
に
代
理
す
る
副
市
長
が
い
な

い
の
は
、
危
機
管
理
上
、
非
常
に
脆
弱
だ
。
私

と
違
っ
て
田
中
市
長
は
議
会
と
良
好
な
関
係

を
築
い
て
い
る
。
よ
ほ
ど
変
な
方
で
な
い
限

り
満
場
一
致
で
同
意
す
る
。
ご
自
身
の
た
め

に
で
は
な
く
て
市
民
の
た
め
に
適
任
の
方
を

任
命
し
て
は
思
う
の
だ
が
、
市
長
の
見
解
は
。 

（
答
弁
）
私
の
考
え
は
先
程
と
何
ら
変
わ
ら
な

い
。 

（
質
問
）
昨
年
四
月
の
市
長
選
挙
の
時
に
、
新

型
コ
ロ
ナ
の
感
染
者
が
市
内
で
三
人
確
認
さ

れ
た
。
あ
の
時
、
副
市
長
が
い
れ
ば
、
コ
ロ
ナ

対
応
を
も
っ
と
十
分
に
で
き
た
と
思
っ
て
い

る
。
こ
う
い
う
事
態
は
常
に
起
こ
り
得
る
。
何

で
も
自
分
で
や
る
と
い
っ
て
も
、
い
つ
何
時
、

倒
れ
る
か
も
わ
か
ら
な
い
。（
市
役
所
）
内
部

か
ら
の
登
用
を
考
え
た
こ
と
が
あ
る
の
か
。 

（
答
弁
）
自
分
の
考
え
を
全
て
の
人
に
押
し
付

け
な
い
で
ほ
し
い
。
私
に
は
私
な
り
の
考
え

が
あ
る
。
コ
ロ
ナ
の
感
染
対
応
は
総
務
部
長

（
総
務
課
長
と
兼
務
）
が
適
切
に
対
応
し
た
。 

       

令
和
三
年
十
二
月
定
例
会 


